
 

               

 

 

 

 

令和７年度第１回和歌山市総合教育会議について 
 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４の規定に基づき、令和７年度第

１回和歌山市総合教育会議を、次のとおり開催します。 

 

１ 日 時  令和８年２月４日（水） １３：３０～１４：３０ 

 

２ 場 所  市役所本庁舎７階 記者会見室 

 

３ 出席者  市長職務代理者、教育委員会教育長、教育委員会委員、福祉局長 

 

４ 議 題  ①「和歌山市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計

画」の策定に係る報告について 

②不登校対策について 

 

 

 

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

  第１条の４ 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれら

に関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。 

  （１）教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点

的に講ずべき施策 

  （２）児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場

合等の緊急の場合に講ずべき措置 
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